
令和７年度

総 会 議 案 書
日時 令和７年４月２８日（月）13時 00分～ 14時 00分

場所 北海道札幌手稲高等学校 第二体育館

北海道札幌手稲高等学校ＰＴＡ

北海道札幌手稲高等学校後援会



令和７年度 総会次第

◎総 会（13時00分～14時00分）

Ⅰ 開会のことば

Ⅱ あいさつ（PTA会長、後援会会長、校長）

Ⅲ 議長選出

Ⅳ 議事

１ PTA関係

(1) 令和６年度 PTA会務報告 ………………………………………………… ２

(2) 令和６年度 PTA決算報告 ………………………………………………… ３

(3) 令和６年度 PTA会計監査報告 …………………………………………… ３

(4) 令和７年度 PTA事業計画案審議 ………………………………………… ４

(5) 令和７年度 PTA予算案審議 ……………………………………………… ５

(6) 令和７年度 PTA役員選出 ………………………………………………… 14

２ 後援会関係

(1) 令和６年度 後援会会務報告 ･……………………………………………… ６

(2) 令和６年度 後援会決算報告 ･……………………………………………… ９

(3) 令和６年度 後援会会計監査報告 ･………………………………………… ９

(4) 令和７年度 後援会事業計画案審議 ･……………………………………… 10

(5) 令和７年度 後援会予算案審議 ･…………………………………………… 11

(6) 令和６年度 後援会全国・全道派遣積立金会計報告 ………………… 12

令和７年度 後援会全国･全道派遣積立金会計予算審議 ………………… 13

(7) 令和７年度 後援会役員選出 ･……………………………………………… 14

３ 新旧役員あいさつ

４ 感謝状贈呈

５ その他

Ⅴ 閉会のことば

Ⅵ 諸連絡

※ 年次懇談会（14時00分～14時50分）

※ 学級懇談会（15時00分～16時30分）

◎関係文書（PTA会則、同細則、後援会規約、同細則、PTA組織図、後援会組織図）

………………………15～25
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令和６年度（2024年度）  ＰＴＡ会務報告

＜総務関係＞

4月 17日 (水) ＰＴＡ学級委員会・各種委員会

4月 23日 (火) 第1回ＰＴＡ・後援会合同役員会

4月 26日 (金) ＰＴＡ・後援会総会

5月 28日 (火) 第2回合同役員会（学校祭関係）・環境美化事業（花卉移植）・生徒会交流会

6月 21日 (金) 稲心会総会及び懇親会

7月 4日 (木) 第1回学校評議員会

7月 6日 (土) 学校祭協力（出店等）

2月 19日 (水) 第2回学校評議員会

3月 10日 (月) 第2回ＰＴＡ・後援会合同役員会

＜道高Ｐ連石狩支部関係＞

5月 23日 (木) 石狩支部理事会（ホテルライフォート）

5月 23日 (木) 北海道高等学校ＰＴＡ連合会石狩支部総会（ホテルライフォート）

10月 4日 (金) 「教養講座」研修会（ホテルライフォート）

＜道高Ｐ連関係＞

6月 　8日 (土) 第73回北海道高等学校ＰＴＡ連合会大会〈北見大会〉

～ 9日 (日)

＜全国高Ｐ連関係＞

8月 22日 (木) 第73回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会〈茨城大会〉
～ 23日 (金)

＜年次委員会関係＞

4月 17日 (水) 第１回年次委員会　(1)委員長･副委員長の選出　(2)令和６年度年間計画立案
4月 26日 (金) １年次懇談会(視聴覚室 59名)　 学級懇談会（67名）

２年次懇談会(303講義室 23名)　学級懇談会（27名）

３年次懇談会(203講義室 47名)　学級懇談会（41名）

7月 6日 (土) 学校祭出店

＜文化委員会関係＞

4月 17日 (水) 第１回文化委員会　(1)委員長･副委員長の選出　(2)令和6年度年間計画立案
6月 5日 (水) 第２回文化委員会　(1)社会見学旅行について　

8月 28日 (水) 第３回文化委員会　(1)社会見学旅行について 

10月 29日 (火) 社会見学旅行(小樽方面）「体験工房イルポンテ」「ニトリ芸術の村」（35名）

※キーホルダー制作　絵画等の鑑賞

＜モニター委員会関係＞

4月 19日 (金) 第１回モニター委員会　(1)委員長･副委員長の選出　(2)令和5年度年間計画立案
7月 5日 (金) 第２回モニター委員会　委員から提出された報告書による報告と意見交換

＜広報委員会関係＞

4月 17日 (水) 第１回広報委員会　(1)委員長･副委員長の選出　(2)令和6年度年間計画立案
6月 6日 (木) 第２回広報委員会　ＰＴＡ会報「ていね」149号編集会議
7月 26日 (金) ＰＴＡ会報「ていね」149号発行

10月 15日 (火) 第３回広報委員会　ＰＴＡ会報「ていね」150号編集会議
11月 15日 (金) 第４回広報委員会　ＰＴＡ会報「ていね」151号編集会議
12月 25日 (水) ＰＴＡ会報「ていね」150号発行
3月 1日 (土) ＰＴＡ会報「ていね」151号発行予定
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＜総務関係＞

4月 16日 (水) ＰＴＡ学級委員会・各種委員会

4月 23日 (水) ＰＴＡ・後援会合同役員会

4月 28日 (月) ＰＴＡ・後援会総会

5月 28日 (水) ＰＴＡ・後援会合同役員会(学校祭関係)・環境美化事業（花卉移植）

6月 12日 (木) ＰＴＡ・後援会合同役員会・生徒会との交流会

6月 20日 (金) 稲心会総会及び懇親会

7月 10日 (木) 第１回学校評議員会

7月 12日 (土) ＰＴＡ役員会（学校祭協力）

2月 18日 (水) 第２回学校評議員会

3月 10日 (火) ＰＴＡ・後援会合同役員会

＜道高Ｐ連石狩支部関係＞

5月 13日 (火) 石狩支部理事会（ホテルライフォート）

5月 23日 (金) 北海道高等学校ＰＴＡ連合会石狩支部総会（ホテルライフォート）

10月 2日 (木) 「教養講座」研修会（ホテルライフォート）

1月 23日 (金) 石狩支部理事会（ホテルライフォート）

＜道高Ｐ連関係＞

6月 7日 (土) 第74回北海道高等学校ＰＴＡ連合会大会〈道南大会〉

8日 (日)

＜全国高Ｐ連関係＞

8月 21日 (木) 第74回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会〈三重大会〉

～ 22日 (金)

＜年次委員会関係＞

1 各年次委員会の実施

2 各年次・学級懇談会への参加

3 進路講演会等への参加

＜文化委員会関係＞

1 社会見学旅行の実施

＜校外モニター委員会関係＞

1 研修会への参加、委員研修会、情報交換会

2 校外巡視・報告会

3 学校祭協力

＜広報委員会関係＞

1 ＰＴＡ会報「ていね」の発行(年３回)

令和７年度  ＰＴＡ事業計画（案）
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令和６年度 後援会会務報告

4 月 23 日（火）第 1 回ＰＴＡ・後援会合同役員会

4 月 26 日（金）ＰＴＡ・後援会総会

7 月 4 日（木）第１回学校評議員会

7 月 6 日（土）学校祭協力（出店等）

2 月 19 日（水）第２回学校評議員会

3 月 10 日（月）第２回ＰＴＡ・後援会合同役員会

令和６年度 高体連・高文連全道大会以上進出部局活動結果
●卓球部

平成６年度札幌地区秋季高校新人卓球選手権大会

○男子学校対抗戦 全道大会進出 ベスト１２

○女子シングルス 全道大会進出

●男子テニス部

令和年６札幌支部高等学校テニス選手権大会

○個人戦ダブルス 全道大会進出

○個人戦シングルス 全道大会進出

令和６年度札幌支部高等学校秋季テニス大会

○団体戦 全道大会進出 ベスト４

●女子テニス部

令和年６札幌支部高等学校テニス選手権大会

○個人戦ダブルス 全道大会進出（２ペア）

○個人戦シングルス 全道道大会進出（２名）

令和６年度 札幌支部高等学校秋季テニス大会

○団体戦 全道大会出場

●陸上部

第77回札幌支部高等学校陸上競技選手権大会
兼第77回北海道高等学校陸上競技選手権大会札幌支部予選会

○男子
１５００ｍ 全道大会進出
５０００ｍ 全道大会進出
３０００ｍＳＣ 全道大会進出
５０００ｍＷ 全道大会進出
走幅跳 全道大会進出
三段跳 全道大会進出

○女子
１５００ｍ 全道大会進出
３０００ｍ 全道大会進出
棒高跳 全道大会進出

6



第77回北海道高等学校陸上競技選手権大会 兼秩父宮賜杯第77回全国高等学校陸上競技対校選手権

大会北海道予選会

○男子

５０００ｍＷ 全国大会進出

第56 回北海道高等学校体育連盟札幌支部新人陸上競技大会

【男子】

5000m 全道大会進出

3000mSC 全道大会進出

棒高跳 全道大会進出

走幅跳 全道大会進出

●剣道部

第49回札幌支部高等学校新人剣道大会

○男子個人戦 全道大会出場

○男子団体戦Ⅰ部 全道大会出場

○女子団体戦Ⅰ部 全道大会出場

●弓道部

第70回札幌支部高等学校弓道選手権大会

○女子個人 優勝・第5位 全道大会進出

○女子団体 第５位 全道大会進出（ベスト８）

第５０回札幌支部高等学校弓道新人大会

○女子個人 全道大会出場

●空手部

第24回札幌支部高等学校空手道 選手権大会 兼第49回北海道高等学校空手道選手権大会札幌支

部予選会

○男子団体形 優勝 全道大会進出

○女子団体形 準優勝 全道大会進出

○男子個人形 全道大会進出

○男子個人組手 全道大会進出

○女子個人組手 全道大会進出

○男子団体組手 全道大会進出

○女子団体組手 全道大会進出

第49回北海道高等学校空手道選手権大会兼第51回全国高等学校空手道選手権大会北海道予選会

○女子団体組手 全国大会進出

第16回札幌支部高等学校空手道選抜大会兼第42回北海道高等学校空手道選抜大会札幌支部予選会

○女子団体組手５人制 全道大会出場

○男子団体形 全道大会出場

○男子団体組手３人制 ３位 全道大会出場

○男子個人形 全道大会出場

○男子個人組手

−55 準優勝 全道大会出場 −61 全道大会出場
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○女子個人組手

−48 準優勝 全道大会出場 −53 優勝 全道大会出場

−59 全道大会出場 −66 優勝 全道大会出場

●水泳部

第77回札幌支部高等学校水泳選手権大会 兼 第76回北海道高等学校水泳競技（競泳）大会 札幌

支部予選会

○男子200m 個人メドレー 全道大会進出

○男子400m 個人メドレー 全道大会進出

○男子100m バタフライ 全道大会進出

○男子200m バタフライ 全道大会進出

○女子50m 自由形 全道大会進出

○女子100m 自由形 全道大会進出

○女子100m バタフライ 全道大会進出

○女子200m バタフライ 全道大会進出

●放送局

第７１回NHK杯全国高校放送コンテスト北海道大会石狩地区大会

○アナウンス部門 全道大会進出 最優秀賞・５位入賞 全国大会進出

○ラジオドキュメント部門 最優秀賞１位 全道大会進出 優秀賞 全国大会進出＜優勝＞

○創作ラジオドラマ部門 入賞５位 全道大会進出

○テレビドキュメント部門 優秀賞２位 全道大会進出

○創作テレビドラマ部門 入賞７位 全道大会進出

○研究発表部門 優秀賞２位 全道大会進出 ４位 全国大会進出

第６３回高文連放送コンテスト石狩大会

○アナウンス部門 全道大会進出

○オーディオメッセージ部門 最優秀賞 全道大会進出入賞５位

○ビデオメッセージ部門 優秀賞３位 全道大会進出入選６位

●将棋部

令和６年度高文連石狩支部囲碁将棋秋季大会

○男子個人 全道大会進出

●書道部

第70回高文連石狩支部書道展 全道大会進出
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令和７年度  後援会事業計画（案）

4月 23日 (水) ＰＴＡ・後援会合同役員会

4月 28日 (月) ＰＴＡ・後援会総会

5月 28日 (水) ＰＴＡ・後援会合同役員会(学校祭関係)・環境美化事業（花卉移植）

6月 12日 (木) ＰＴＡ・後援会合同役員会・生徒会との交流会

6月 20日 (金) 稲心会総会及び懇親会

7月 10日 (木) 第１回学校評議員会

7月 12日 (土) ＰＴＡ役員会（学校祭協力）

2月 18日 (水) 第２回学校評議員会ＰＴＡ

3月 10日 (火) ＰＴＡ後援会合同役員会
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【ＰＴＡ】
役職名 令和６年度 令和７年度

会長 髙井　史朗

副会長 島村　顕子

副会長 東海林美喜

副会長 前川　保夫

会計監査 藤本　陽子

会計監査 村井　由歌

会計 秦　　陽子

会計 盛　信之

【後援会】

役職名 令和６年度 令和７年度

会長 田中　正浩

副会長 吉田佳寿子

副会長 池上　早苗

副会長 藤橋　昌俊

会計監査 阿部　俊子

会計監査 田﨑　　剛

会計 中田　千鶴

会計 盛　信之

名誉顧問 山口　雄之

名誉顧問 福原　克興

顧問 渡部　泰子

顧問 関谷　　博

顧問 町屋　　博

顧問 徳永　義信

顧問 田川　美樹

顧問 佐々木準子

顧問 古川　昌代

顧問 石尾理恵子

顧問 野﨑こずえ

顧問 佐々木麻美子

顧問 藤本千華子

顧問 奥秋　詩子

顧問 鈴木　昌裕

顧問 小黒　晶子

顧問 福本真裕美

顧問 飯尾亜紀仁

顧問 中野　裕子

Ｐ　Ｔ　Ａ　本　部　役　員　一　覧

※年次委員、校外モニター委員、文化委員、広報誌編集委員については、当該委員会における互選により決める。

感謝状贈呈者
【ＰＴＡ】　高井史朗　島村顕子　山下志保　吉川小百合　大坪明日香　鈴木ユリ
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北海道札幌手稲高等学校ＰＴＡ会則

第１章 総 則

（目 的）

第１条 北海道札幌手稲高等学校ＰＴＡ（以下「本会」という）は、会員相互の親睦を深め、学校、家庭及

び社会教育に対する共通理解を図り、又研修により教養を高めると共に、広い視野に立ち、保護者・本校

職員及び有志が互いに協力して、学校の教育的環境を整え、もって生徒の心身の成長を正しく助けること

を目的とする。

（事 務 局）

第２条 本会は、事務局を北海道札幌手稲高等学校内に置く。

第２章 事 業 及 び 方 針

（事 業）

第３条 第１条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 会員相互の親睦と向上を図る。

(2) 生徒の教育上の諸問題を調査研究し学習する。

(3) 生徒の生活環境を教育的に改善する。

(4) 学校・家庭及び社会における福祉を増進する。

(5) 地域社会の人々と協力し、連帯意識を高め、より良い市民形成に努める。

(6) 学校教育を正しく理解し、その教育活動に協力する。

(7) 研修会・講演会・見学会等を企画・実施する。

(8) 広報活動等その他必要な事業を行う。

（方 針）

第４条 本会は、民主的な社会教育団体としての自覚に立って活動し、特定少数の利害の為に利用されては

ならない。

第３章 組 織

（組 織）

第５条 本会は、本校生徒の保護者又はこれに準ずる者、本校職員及び役員会で承認された本会の目的に賛

同する有志をもって会員とし、組織する。

（役 員）

第６条 本会に次の役員を置く。

会 長 １ 名

副 会 長 ３ 名

会 計 ２ 名

会計監査 ２ 名

各年次正・副委員長

各種委員会正・副委員長

（役員の任務）

第７条 役員の任務は次の通りとする。

(1) 会長は会議を招集し、会務を統括し、本会を代表する。

(2) 副会長は、会長を補佐し会長の不在若しくは事故のある時は、会長が予め定める順序に従い、その会

務を代行する。

(3) 会計は、本会の会計事務を掌り、総会において決算を報告する。

(4) 会計監査は、金銭の出納及び帳簿の適否を監査する。

(5) 各年次正・副委員長は、当該年次の保護者を代表する。

(6) 各種委員会正・副委員長は、当該委員会を代表する。
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（役員の選任）

第８条 会長、副会長、会計並びに会計監査は、総会において選任される。

２ 副会長のうち１名は、副校長とする。

３ 会計のうち１名は、事務長とする。

第９条 各年次及び各種委員会正・副委員長は、当該委員の互選に基づき、会長がこれを委嘱する。

（役員の任期）

第 10条 役員の任期は１年とする、ただし再任を妨げない。

（学級委員の任期）

第 11条 学級委員は、各年次から推薦された学級数×２名の保護者とする。

２ 保護者学級委員は各年次委員会を組織し、かつ各種委員会に所属する。

第 12条 各委員の任期は１年とする、ただし再任を妨げない。

（顧問の設定）

第 13条 会長は必要により役員会の議を得て、顧問を置くことができる。

第４章 会 議

（会 議）

第 14条 本会の会議は、総会・役員会・各年次委員会・各種委員会・推薦委員会及び特別委員会とする。

総 会

第 15条 総会は、本会の最高議決機関とし、毎年度初めに、会長がこれを開き、会務の報告並びに決算の承

認、役員の選任、予算の議決、規約の改廃その他必要事項を審議し、決定する。ただし必要がある時は、

臨時にこれを招集することができる。

役 員 会

（構 成）

第 16条 役員会は、第６条の役員をもって構成する。

２ 校長及び事務局は、役員会に参画するものとする。

（任 務）

第 17条 役員会の任務は、次の通りとする。

(1) 本会の事業の運営に関する重要事項を審議し、決定する。

(2) 本会の事業について企画・立案し、執行する。

(3) 総会に提出する報告書・議案を作成する。

年 次 委 員 会

（構 成）

第 18条 年次委員会は、第 11条の委員をもって構成する。
２ 年次委員会の正・副委員長は、当該年次の保護者学級委員のうちから互選される。

３ 年次主任は、年次委員会の会議に参画するものとする。

（任 務）

第 19条 年次委員会は、当該年次に係わる必要事項について審議し、又特に重要な事項については、年次総

会を開いて審議し、会長の承認を得て、その計画を実施する。

各 種 委 員 会

（種 別）

第 20条 各種委員会は、校外モニター・文化・広報紙編集の各委員会及び必要に応じ設けられるその他の委

員会とする。
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（構 成）

第 21条 各種委員会は、第 11条の保護者学級委員の中から選出された者をもって構成する。
２ 各種委員会の正・副委員長は、当該委員会のうちから互選される。

（任 務）

第 22条 各種委員会は、それぞれの目的を遂行するための必要な事業を企画・立案し、役員会の承認を得て

実施する。

（細 則）

第 23条 第 22条に規定する各種委員会の目的・事業その他については、別に細則で定める。

推 薦 委 員 会

（構 成）

第 24条 推薦委員会は、各年次委員長、副校長及び事務局をもって構成する。

（任 務）

第 25条 推薦委員会は、第８条１項に規定する役員候補者を推薦するものとする。

特 別 委 員 会

（構 成）

第 26条 本会は必要に応じて特別委員会を設けることができる。

２ 特別委員会は、役員会の選考に基づき、会長が委嘱した委員をもって構成する。

３ 特別委員会の委員長は、会長がこれを委嘱する。

（任 務）

第 27条 特別委員会は、特定の目的を遂行するための必要な事業を企画・立案し、役員会の承認を得て実施

する。

招集・成立及び議決

第 28条 各種委員会の会議は、会長又は委員会の委員長がこれを招集する。

２ 会議は、出席会員をもって成立するものとし、議決は出席会員の多数決によるものとする。

第５章 会 計

（会 計）

第 29条 本会の経費は、入会金・会費その他の収入をもって充てる。

(1) 入会金は会員１名につき 1,000円とする。
(2) 会費は会員１名につき年額 2,280円とする。
２ 総会の議決により、臨時会費を徴収することができる。

３ 会員の中で事情のある者に対しては、本人からの願い出と役員会の承認により、会費を減免すること

ができる。

（会計年度）

第 30条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月 31日に終る。

第６章 事 務 局

第 31条 本会事務局の機構及び任務は、次の通りとする。

(1) 事務局長は副校長（副会長）がこれにあたる。

(2) 事務局員は若干名とし、札幌手稲高等学校総務部及び事務部より委嘱する。

(3) 事務局は、本会の事務を行う。
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第７章 雑 則

（会則の改正）

第 32条 この会則の改廃は、総会における出席会員の３分の２以上の賛成によらなければならない。

（細則の制定）

第 33条 会則施行に伴う細則は、役員会で定め、会長が総会に報告する。

第８章 付 則

第 34条 この会則は昭和 49年６月８日から施行する。
昭和 52年４月 25日改正
昭和 54年５月 15日改正
昭和 55年５月 20日改正
昭和 56年５月 12日改正
昭和 57年５月 27日改正
平成 25年４月 26日改正
平成 31年４月 26日改正
令和３年４月 28日改正
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北海道札幌手稲高等学校ＰＴＡ細則

第 １ 章 各 種 委 員 会

校 外 モ ニ タ ー 委 員 会

（目 的）

第 １ 条 校外モニター委員会は、主として本校生徒の校外における社会生活全般について、保護者

全体の立場から、高校生としての規律ある行動の育成と非行の防止及び各種事故から生徒の

安全を守り、更に生徒をとりまく社会環境の改善をめざし、学校の指導に協力、援助することを

目的とする。

（構 成）

第 ２ 条 委員会は、各年次７～８名ずつの学級委員及び担当副会長（１名）をもって構成する。

２. 委員長は１名、副委員長は２名とし、委員の互選により会長が委嘱する。なお、この場合の正・

副委員長は各年次に割り振られるものとする。

（事 業）

第 ３ 条 主として、会則第３条に規定する生徒の生活環境の改善向上に関する協力、援助的事業を

行う。

（委員会の任務）

第 ４ 条 事業について企画・立案し、実施要領を作成して、役員会の承認を得て実施する。

（会 議）

第 ５ 条 会議には、本校生徒指導部長及び同部校外指導係が出席し、運営その他の調整に当たる。

文 化 委 員 会

（目 的）

第 ６ 条 文化委員会は、全会員が文化面における教養を高める中で、相互の親睦を図り、更に本校

生徒の実態を知るとともに学校教育を理解し、もって生徒の心身の成長を正しく助けることを目

的とする。

（構 成）

第 ７ 条 委員会は、各年次２～３名ずつの学級委員及び担当副会長（１名）をもって構成する。

２. 委員長・副委員長は各１名とし、委員の互選により会長が委嘱する。

（事 業）

第 ８ 条 主として、会則第３条に規定する文化的事業を行う。

（委員会の任務）

第 ９ 条 事業について企画・立案し、実施要領を作成して、役員会の承認を得て実施する。

（会 議）

第１０条 会議には、本校ＰＴＡ担当者が出席し、運営その他の調整に当たる。
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広 報 紙 編 集 委 員 会

（目 的）

第１１条 広報紙編集委員会は、ＰＴＡ活動の内容や動向及び一般会員の意見や学校からの諸情報を

広く報道することにより、全会員が会員としての自覚を持ち、相互の共通理解と信頼関係を深め、

更に教育に関する正しい世論の形成を図ることを目的とする。

（構 成）

第１２条 委員会は、各年次２～３名ずつの学級委員をもって構成する。

（事 業）

第１３条 主として、会則第３条に規定する会報の発行等関係の事業を行う。

（委員会の任務）

第１４条 事業について企画・立案し、実施要領を作成して、役員会の承認を得て実施する。

（会 議）

第１５条 会議には、本校ＰＴＡ担当者が出席し、運営その他の調整に当たる。

第 ２ 章 会 計 事 務 関 係

（決裁業務）

第１６条 会長は、ＰＴＡ会計に関する決裁業務及び監督を校長に委任する。

（事務処理）

第１７条 会計事務処理は、団体会計事務処理要項（昭和４６． ３． ２付４６教財第２０３４通達）に準ずる。

（旅費支給）

第１８条 出張の場合の旅費の支給は、道旅費条例に準拠する。ただし、父母会員の等級区分は、校

長 に準ずるものとする。

２. 外勤の場合は、交通費支給。

第 ３ 章 慶 弔 及 び 表 彰

（慶 弔）

第１９条 本会の慶弔規定を次の通り定める。

１. 会員及び生徒が死亡した場合、香典として１０，０００円おくるものとする。

２. その他特別の場合は、その都度役員会等で協議し、決定する。

（表 彰）

第２０条 本会の表彰規定を次の通り定める。

１. 本会役員として２年以上その職にあった者に対し、退会時の総会において、感謝状並びに記

念品を贈呈する。

２. 特別な場合は、役員会において別途審議する。

第 ４ 章 付 則

第２１条 この会則は昭和４９年６月８日から施行する。

平成 ９年 ５月 １日 改 正

平成２８年 ４月２８日 一部改正

令和 ３年 ４月２８日 一部改正
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北海道札幌手稲高等学校後援会規約

（目 的）

第 １ 条 北海道札幌手稲高等学校後援会（以下「本会」という）は、北海道札幌手稲高等学校の教育

活動等の推進に関連する事業を行い、もって同校の充実・発展を図ることを目的とする。

（事務局）

第 ２ 条 本会は事務局を北海道札幌手稲高等学校内に置く。

（事 業）

第 ３ 条 本会は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教科活動の充実に関する援助

(2) 特別活動の充実に関する援助

(3) 課外活動に対する援助と振興

(4) 学校教育環境の整備に関する協力

(5) 教育活動の研究に関する援助

(6) 学校教育活動の広報に関する協力

(7) その他本会の目的達成に必要な事業

（組 織）

第 ４ 条 本会は、次の者をもって組織する。

(1) 正 会 員 本校生徒の父母又はこれに準ずる者

(2) 特別会員 本会の趣旨に賛同する者

（役 員）

第 ５ 条 本会に次の役員を置く。

会 長 １ 名

副 会 長 ３ 名

会 計 ２ 名

会計監査 ２ 名

第 ６ 条 役員は、総会で会員の中から選任する。その任期は１年とし、再任を妨げない。

２. 副会長のうち１名は、教頭とする。

３. 会計のうち１名は、事務長とする。

（役員の任務）

第 ７ 条 役員の任務は次の通りである。

会長は、会議を招集し会務を統括し、本会を代表する。

副会長は、会長を補佐し、会長の不在若しくは事故ある時は、会長が予め定める順序に従い、

その会務を代行する。

会計は、本会の会計事務を掌り、総会において決算を報告する。

会計監査は、金銭の出納及び帳簿の適否を監査する。

（顧問の設定）

第 ８ 条 会長は、役員会の議を経て必要により、顧問を置くことができる。

なお、会長は、多大な功績が認められる役員を名誉顧問とすることができる。
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（事務局員の設定）

第 ９ 条 会長は、本会の事務を処理するために必要に応じ、事務局員を置くことができる。

（会 議）

第１０条 会議は、総会・役員会並びに専門委員会とし、総会は、毎年度初めにこれを開き、会務並びに

決算の報告・承認、役員の改選、予算の議決、規約の改廃、その他必要事項を審議し、決定す

る。尚、会長は必要に応じ、臨時総会を開くことができる。

（役員会）

第１１条 役員会は、第５条の役員をもって構成する。

第１２条 校長、副校長、教頭、事務長及び事務局員は、役員会に参画するものとする。

（役員会の任務）

第１３条 役員会の任務を、次の通りとする。

(1) 事業計画の立案・予算案の作成並びに執行

(2) 総会に提出する報告書の作成

(3) その他会務の運営処理

（専門委員会）

第１４条 会長は、必要に応じ専門委員会を設けることができる。

(1) 専門委員会は、役員会の選考に基づき、会長が委嘱した委員をもって構成する。

(2) 専門委員会の委員長は、会長がこれを委嘱する。

(3) 専門委員会は、本会の事業運営に関し、特別な目的の遂行に必要な事業を調査研究し、立

案する。

（会 計）

第１５条 本会の経費は、一般会費・特別会費及びその他の収入をもって充てる。

（会計年度）

第１６条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（規約の改正）

第１７条 規約の改正は、総会における出席会員の半数以上の賛成によって改正することができる。

（細則の制定）

第１８条 規約の施行及び本会の運営の細則は、役員会で定め、会長が総会に報告する。

第１９条 この会則は、昭和４９年６月８日から施行する。

平成３年４月２６日 改正

平成８年４月３０日 改正

平成24年4月27日 改正
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北海道札幌手稲高等学校後援会細則

第 １ 章 会 計 事 務 関 係

（規約第１５条による会計）

第 １ 条 一般会費

１. 正会員の入会金 ３，０００円

２. 正会員の会費は役員会で定める。

第 ２ 条 特別会費

１. 特別会員の会費は一口３，０００円とする。

２. 総会の議決による臨時会費

３. その他の収入

第 ３ 条 教育振興基金

特別会員の会費及びその他寄付金は特別な学校行事又は遠征費補助などのため「教育振興基

金」として積み立てておくこととする。

（決裁業務）

第 ４ 条 会長は、後援会会計に関する決裁業務及び監督を校長に委任する。

（事務処理）
第 ５ 条

ＰＴＡ細則第１７条・第１８条にそれぞれ準ずる。
（旅費支給）
第 ６ 条

第 ２ 章 慶 弔 及 び 表 彰

（慶 弔）
第 ７ 条

役員及び顧問はＰＴＡ細則第１９条・第２０条にそれぞれ準ずる。
（表 彰）
第 ８ 条

第 ３ 章 付 則

第 ９ 条 この会則は昭和４９年６月８日から施行する。

平成 ３年４月２６日 改正

平成１２年４月２１日 改正

令和 ５年４月２８日 改正
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